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平成２３年６月１日（第１日）  

 開議 １３時００分  
○議長 川野 高實君  

只今から平成２３年第４回鞍手町議会定例会を開会します。  
まず町長より提出されています 平成２２年度鞍手町繰越明許費繰越計算書の報告、専決処

分の報告及び平成２３年度鞍手町水防計画書と、監査より提出されています例月現金出納検

査報告書をお手元に配布していますのでご確認下さい。  
 これより日程に入ります。  
日程第１ 会議録署名議員の指名を行います。  
 会議録署名議員は会議規則第１１７条の規定により、議長に於いて３番議員 星 正彦君

及び４番議員 仲野 守君を指名します。  
 次に日程第２ 会期の決定を議題とします。  
今期定例会の会期は、本日から６月１４日までの１４日間としたいと思います。  
これにご異議ありませんか。  

（「異議なし」の声あり）  
ご異議なしと認めます。よって会期は本日から６月１４日までの１４日間に決定しました。  
 次に進みます。  
日程第３ 鞍手町土地開発公社の平成２２年度事業結果及び決算並びに平成２３年度事業計

画及び予算の報告を議題とします。  
 町長の報告を求めます。  
○町長 柴田 好輝君  
 この報告につきましては、担当課長より報告させますのでよろしくお願いいたします。  
○企画財政課長 三戸 公則君  
 町長に代わりまして、鞍手町土地開発公社の平成２２年度事業結果及び決算並びに平成２

３年度事業計画及び予算の概要についてご報告いたします。  
 お手元に配布しています、平成２２年度鞍手町土地開発公社決算書の１頁をお開き下さい。 
１頁は平成２２年度の事業報告書です。  
（１）の総括事業ですが、平成２２年度における土地の取得及び処分はございませんでした。

その他の事業としましても、何も行いませんでした。  
２頁をお開き下さい。  
左側の（１）事業収入に関する事項です。  

事業外収益として、受取利息が４２万６８１３円となっています。  
右側の（２）事業費に関する事項です。  

販売費及び一般管理費が５万９２００円となっています。  
 ３頁をお開き下さい。  
左の欄の財産目録ですが、基本財産として鞍手町出資金５００万円となっています。  
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右の欄の損益計算書ですが、販売費及び一般管理費と事業外収益を調整した３６万７６１

３円が当期純利益となっています。  
 ４頁は貸借対照表です。  
資産の部として現金預金１億１４２７万１８５７円、公有用地０円、固定資産の長期定期預

金５００万円を合わせました資産の合計は１億１９２７万１８５７円となっています。  
負債の部は、未払い金、短期借入金ともに０円で、負債合計０円となっています。  
 次に資本の部は、基本財産５００万円に前期繰越準備金１億１３９０万４２４４円と、当

期純利益３６万７６１３円を合わせた資本の合計が１億１９２７万１８５７円となり、負債

資本合計が１億１９２７万１８５７円となっています。  
 ５頁はキャッシュフロー計算書です。  
この計算書は貸借対照表と損益計算書を補足するもので、１会計機関における現金の増減を

示した計算書です。  
 計算書の右下欄に記載しています６、現金及び現金同等物、期末残高と４頁、貸借対照表

の流動資産の（１）現金預金が１億１４２７万１８５７円で一致することとなっています。  
 以上が平成２２年度鞍手町土地開発公社の事業結果及び決算報告です。  
 次に、平成２３年度事業計画及び予算についてご報告いたします。  
平成２３年度鞍手町土地開発公社事業計画及び予算書の１頁をお開き下さい。  
第２条の事業計画ですが、現在所有している土地はありません。また平成２３年度で新規に

土地を取得する計画もございません。  
 その他の事業を行う計画もございません。  
第３条で定めています収益的収入及び支出では、収入として事業外収益を１５５万１千円。

支出では、販売費及び一般管理費、予備費の支出合計で１５５万１千円を計上し、収入、支

出を同額としています。  
 以上が平成２３年度鞍手町土地開発公社の事業計画及び予算です。  
尚、平成２２年度決算と、平成２３年度予算は５月２３日に開催されました、鞍手町土地開

発公社理事会で承認されています。  
 以上、概要についてご報告いたしましたが、詳細についてはお手元にお配りしています関

係書類をご参照下さいますようお願いいたします。以上です。  
○議長 川野 高實君  
 これで報告を終わります。  
 次に進みます。  
日程第４ 議案第３５号を議題します。  
提案理由の説明を求めます。  
 町長。  
○町長 柴田 好輝君  
 日程第４ 議案第３５号について、提案説明を申し上げます｡ 
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日程第４ 議案第３５号は鞍手町監査委員の選任であります。  

鞍手町監査委員であります、鞍手町大字小牧、幸田喜孝氏の任期が本年６月２０日で満了す

ることに伴い、再度、同氏を選任するため議会の同意を求めるものです。  
なお、同氏の略歴につきましては、別紙で略歴書を添付いたしておりますのでご参照下さ

い。  
以上が、議案第３５号の提案説明であります。  

ご審議の上、ご協賛のほど、よろしくお願いします。  
○議長 川野 高實君  
 これから質疑を行います。  
議案第３５号について質疑はありませんか。  

（「なし」の声あり）  
質疑なしと認めます。これで質疑を終わります。  
 お諮りします。  
議案第３５号については、会議規則第３８条第３項の規定により、委員会付託を省略したい

と思います。  
 これにご異議ありませんか。  

（「異議なし」の声あり）  
ご異議なしと認めます。よって議案第３５号については委員会付託を省略することに決定し

ました。  
 これから討論を行います。  
議案第３５号について討論はありませんか。  

（「なし」の声あり）  
討論なしと認めます。これで討論を終わります。  
 これから採決を行います。  
議案第３５号 鞍手町監査委員の選任を採決します。  
本案について、これに同意することに賛成の方は挙手を願います。  

（挙手あり）  
挙手多数です。よって議案第３５号は同意することに決定しました。  

ここでしばらく休憩します。  
休憩  １３時１１分  
再会  １３時１３分  

○議長 川野 高實君  
 会議を再開します。  
日程第５ 議案第３６号及び日程第６ 議案第３７号の２件を一括して議題とします。  
 提案理由の説明を求めます。  
 町長。  
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○町長 柴田 好輝君  
日程第５ 議案第３６号及び日程第６ 議案第３７号の２件について一括して提案説明

を申し上げます。  
日程第５ 議案第３６号は、専決第７号 鞍手町国民健康保険条例の一部を改正する条例

であります。  
本条例改正は、暫定措置であった出産育児一時金の恒久化のため、健康保険法施行令等の

一部を改正する政令が４月１日から施行されることとなったため、３月３１日付けで専決処

分したものです。  
 以上が、議案第３６号の提案説明であります。  
次に日程第６ 議案第３７号は、専決第５号 鞍手町国民健康保険税条例の一部を改正する

条例であります。  
本条例改正は、課税限度額の引き上げのため、国民健康保険法施行令の一部を改正する政令

等が、本年４月１日から施行されることとなったため、３月３１日付けで専決処分したもの

です。  
 以上が、議案第３７号の提案説明であります。  

以上、日程第５ 議案第３６号及び日程第６ 議案第３７号の２件の提案説明であります。 
ご審議の上、ご協賛のほど、よろしくお願いします。  

○議長 川野 高實君  
 本案に対する質疑は後日行います。  
 次に進みます。  
日程第７ 議案第３８号を議題とします。  
 提案理由の説明を求めます。  
 町長。  
○町長 柴田 好輝君  

日程第７ 議案第３８号について、提案説明を申し上げます。 
日程第７ 議案第３８号は、鞍手町コミュニティバス等運行条例であります。  

本条例案は、本年３月に策定いたしました鞍手町地域公共交通総合連携計画に基づき、コミ

ュニティバス等の実証運行を実施するため、必要な事項を定めるものです。  
以上が、議案第３８号の提案説明であります。  

ご審議の上、ご協賛のほど、よろしくお願いします。  
○議長 川野 高實君  
 本案に対する質疑は後日行います。  
次に進みます。  
 日程第８ 議案第３９号から日程第１０ 議案第４１号までの３件を一括して議題としま

す。  
 提案理由の説明を求めます。  
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 町長。  

○町長 柴田 好輝君  
日程第８ 議案第３９号から、日程第１０ 議案第４１号までの３件について、一括して

提案説明を申し上げます。  
 日程第８ 議案第３９号は、鞍手町税条例の一部を改正する条例であります。  
本条例改正は、国が東日本大震災の被災者の負担軽減を図るため、所得税法その他の国税関

係法律の特例を定めるとともに、地方税法等の改正を行ったことに伴い、改正するものです。  
以上が、議案第３９号の提案説明であります。  
次に、日程第９ 議案第４０号 鞍手町営住宅審議会条例の一部を改正する条例及び日程

第１０ 議案第４１号 鞍手町青少年問題協議会設置条例の一部を改正する条例の２件につ

きまして、一括して説明を申し上げます。  
この２つの改正条例は、鞍手町附属機関等の設置及び委員選任の基準に関する要綱に基づ

き、選出区分等の整備を行うため改正するものです。  
以上が、議案第４０号及び議案第４１号の提案説明であります。  
以上、日程第８ 議案第３９号から 日程第１０ 議案第４１号までの３件の提案説明で

あります。  
ご審議の上、ご協賛のほど、よろしくお願いします。  

○議長 川野 高實君  
 本案に対する質疑は後日行います。  
 次に進みます。  
日程第１１ 議案第４２号から日程第１５ 議案第４６号までの５件を一括して議題としま

す。  
 提案理由の説明を求めます。  
 町長。  
○町長 柴田 好輝君  

日程第１１ 議案第４２号から日程第１５ 議案第４６号までの５件について、一括して

提案説明を申し上げます。  
 日程第１１ 議案第４２号は専決第８号 平成２２年度鞍手町一般会計補正予算（第９号）

であります。  
本補正予算は、国の財政手続きの関係から国・県支出金、地方譲与税及び県交付金並びに

地方交付税等の確定が遅れたことや、歳出の執行残の減額により、３月３１日付けで専決処

分したものです。  
歳入歳出それぞれ１７０，２７０千円を増額し、予算総額を歳入歳出それぞれ６，７７３，

８４３千円としました。  
 以上が、議案第４２号の提案説明であります。  
次に日程第１２ 議案第４３号は、専決第６号 平成２２年度鞍手町老人保健特別会計補正
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予算（第４号）であります。  
本補正予算は、平成２０年４月の高齢者の医療の確保に関する法律の施行後３年間は、特

別会計を設けるものと定められていましたが、その期間が経過しましたので、特別会計を廃

止するため、３月３１日付けで専決処分したものです。  
以上が、議案第４３号の提案説明であります。  

次に日程第１３ 議案第４４号は、専決第９号 平成２２年度鞍手町流域関連公共下水道事

業特別会計補正予算（第５号）であります。  
 本補正予算は、平成２２年度鞍手町流域関連公共下水道事業特別会計の歳入・歳出額が確

定したことに伴い、３月３１日付けで専決処分したものです。  
歳入歳出それぞれ１７，５２５千円を減額し、予算総額を歳入歳出それぞれ７２７，９９

０千円としました。  
以上が、議案第４４号の提案説明であります。  

次に日程第１４ 議案第４５号は、専決第１０号 平成２２年度鞍手町かんがい施設維持管

理運営費特別会計補正予算（第１号）であります。  
本補正予算は、執行残等の整理に伴い、３月３１日付けで専決処分したものです。  
歳入歳出それぞれ１１，６２４千円を減額し、予算総額を歳入歳出それぞれ８１，７９７千

円としました。  
 以上が、議案第４５号の提案説明であります。  

次に日程第１５ 議案第４６号は、専決第１１号 平成２２年度鞍手町谷山池パイプライ

ン水利施設維持管理運営費特別会計補正予算第１号であります。  
本補正予算は、執行残等の整理に伴い、３月３１日付けで専決処分したものです。 

歳入歳出それぞれ２，６８４千円を減額し、予算総額を、歳入歳出それぞれ７，３０８千円としま

した。 

 以上が、議案第４６号の提案説明であります。  
以上、日程第１１ 議案第４２号から 日程第１５ 議案第４６号までの５件についての

提案説明であります。  
ご審議の上、ご協賛のほど、よろしくお願いします。  

○議長 川野 高實君  
 本案に対する質疑は後日行います。  
 次に進みます。  
日程第１６ 議案第４７号から日程第１８ 議案第４９号までの３件を一括して議題としま

す。  
 提案理由の説明を求めます。  
 町長。  
○町長 柴田 好輝君  

日程第１６ 議案第４７号から、日程第１８ 議案第４９号までの３件について、一括し
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て提案説明を申し上げます。  

 日程第１６ 議案第４７号は、平成２３年度鞍手町一般会計補正予算（第１号）でありま

す。  
本補正予算は、東日本大地震による被災地の復興支援のための職員派遣に伴う予算、電算シ

ステム更新に伴う施設予約システム導入に伴う予算、及び地域公共交通の見直しに伴う実証

運行のための予算を新たに追加し、また４月の人事異動等に伴う、人件費の調整を行ってい

ます。  
これらの補正要因を調整し、財源として国・県補助金、財政調整基金を充て、歳入歳出そ

れぞれ３６，９１４千円を追加し、予算総額を歳入歳出それぞれ６，０４３，１８２千円と

しました。  
 以上が、議案第４７号の提案説明であります。  
次に日程第１７ 議案第４８号は、平成２３年度鞍手町流域関連公共下水道事業特別会計補

正予算（第１号）であります。  
 本補正予算は、４月の人事異動に伴う人件費等の調整を行っております。  
歳入歳出それぞれ５，０７８千円を追加し、予算総額を歳入歳出それぞれ７５９，８４９千

円としました。  
 以上が、議案第４８号の提案説明であります。  
次に日程第１８ 議案第４９号は、平成２３年度鞍手町水道事業会計補正予算（第１号）で

あります。  
本補正予算は、４月の人事異動に伴い予算第３条の収益的収入及び支出において、収入予

算の補正はありません。  
支出予算は７，６４５千円を減額し、支出予算総額を２８４，２６４千円としました。  
以上が、議案第４９号の提案説明であります。  

以上、日程第１６ 議案第４７号から日程第１８ 議案第４９号までの３件の提案説明で  
あります。  
 ご審議の上ご協賛の程よろしくお願いいたします。  
○議長 川野 高實君  
 本案対する質疑は後日行います。  
 次に進みます。  
日程第１９ 議案第５０号を議題とします。  
提案理由の説明を求めます。  
 町長。  
○町長 柴田 好輝君  
日程第１９ 議案第５０号について、提案説明を申し上げます。  
日程第１９ 議案第５０号は専決第４号 鞍手町流域関連公共下水道事業中山処理分区管渠

築造工事（第３３工区）請負契約の変更であります。  
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本請負契約の変更は、工期内の完成が困難な状況となったことから、専決処分したもの

であり、議会の議決を経た工期から１０／１００を超えて延長したため、議会の承認を求める

ものです。 
以上が、議案第５０号の提案説明であります。  
ご審議の上、ご協賛のほど、よろしくお願いします。  

○議長 川野 高實君  
 本案対する質疑は後日行います。  
 この際休会についてお諮りします。  
明日２日から５日までの４日間を休会としたいと思います。  
 これにご異議ありませんか。  

（「なし」の声あり）  
ご異議なしと認めます。よって明日２日から５日までの４日間を休会とすることに決定しま

した。  
 以上をもって本日の日程は全部終了しました。  
 本日はこれをもって散会します。  

閉会  １３時３１分  
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